
入札公告 

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定によ
り公告する。 

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共
通事項及び同細則による。 

 

令和４年２月１８日 

東広島市長 髙垣  

１ 入札に付する事項 

（１）物品・委託役務の名称 令和４年度東広島市移住促進特設ウェブサイト運営業務 

（２）物品・委託役務管理番号 13030090 

（３）物品委託役務内容 移住促進特設ウェブサイトを運営し情報発信を行うことで、首都圏をはじめ、全
国各地から本市への移住・定住を促進させ、本市への定住人口の増大を図るもの。 

（４）納入・履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

（５）納入・履行（就業）場所 東広島市内一円 

（６）予定価格 落札後公表 

（７）最低制限価格 なし 

（８）入札方式 一般競争入札 

（９）入札区分 紙入札 

（10）使用する契約約款 業務委託契約約款（成果物の製造） 

（11）契約種別 総価契約 

（12）収入印紙 要 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 令和 3 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31
日までの東広島市物品役務等競争入札
参加資格として次の入札参加資格認定
区分の認定を受けている者 

催事・広報＞広告・広報 

イ 法令等による登録等 問わないものとする。 

ウ 技術者 問わないものとする。 

エ 営業所等所在地 
※本店とは、法人にあっては登記されている
本店とし、個人事業者にあっては営業活動の
本拠を置いている場所とする。 
※営業所とは、法人においてその所在する市
（町）の法人市（町）民税の申告のある営業
所とする。 

広島県内に本店を有する者。 

オ 会社の履行実績 問わないものとする。 

カ その他 令和元年８月２６日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入
札公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。 

３ その他の入札条件 

なし 

  

物品調達等及び委託役務 



４ 日程等 

手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項 

ア 公告日 令和４年２月１８日  東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。 
 閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。 

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間 

令和４年２月１８日～ 

令和４年３月１１日 

 東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 
 見本等の有無 ： 無 

ウ 同等品確認期間
（物品の買入れ
及び借入れに限
る） 

 

 
 

 同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックス
すること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡するこ
と。 
 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。 

エ 同等品確認回答
閲覧期間 

 

 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

オ 質問書提出期間 令和４年２月１８日～ 

令和４年２月２８日 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得 
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発注
担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注
担当課へ事前に電話連絡すること。 
 地域振興部 地域づくり推進課（発注担当課） 
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁北館１階） 
 電話番号 082-420-0924  ／ファックス番号 082-423-0270 
 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 
 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。 

カ 回答書閲覧期間 令和４年３月３日～ 

令和４年３月１１日 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

キ 入札期間 令和４年３月９日～ 

令和４年３月１０日 

（午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分） 

入札場所  
 東広島市総務部契約課（契約担当課）  
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本

市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作
成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 
特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調

達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。 

ク 開札日時 令和４年３月１１日 

午後 3 時 30 分 

開札場所 
入札室（東広島市西条栄町８番２９号 本庁本館４階） 
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、

開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札（１
回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できる
ものとする。 
 再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。 
 再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。 
 再度の入札は、２回目まで行う。 

 

５ 資格要件確認資料の提出 
本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。 

 

（１）提出書類 

書類の区分 
提出書類 

（○印） 
備考 

ア 入札参加資格確認申請書  

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。 

イ 入札参加資格要件総括表  

ウ 誓約書  

エ 配置予定技術者届出書  

オ 履行実績確認表  

カ 履行実績証明書（物品・委託役務）  

キ 法令等による登録等を確認するための資料   
ク その他   

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。 
（３）提出期限   
（４）提出先 「６ 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。 
（５）その他 

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。 
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。 
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 

６ 問い合わせ先（契約担当課） 

総務部契約課 物品役務係 
東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
電話番号 ０８２－４２０－０９３０ 
ファックス番号 ０８２－４３１－００７７
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令和４年度東広島市移住促進特設ウェブサイト運営業務仕様書 

 

１ 業務の名称 

  令和４年度東広島市移住促進特設ウェブサイト運営業務 

 

２ 東広島市移住促進特設ウェブサイト（以下「特設ウェブサイト」という。）の URL 

  https://www.hh-iju.jp/ 

 

３ 業務の目的 

  平成２８年度から公開している特設ウェブサイトを運営し、本市の地域の特色や魅力につ

いての情報発信を行うことで、首都圏をはじめ、全国各地から本市への移住・定住を促進さ

せ、本市への定住人口の増大を図るもの。 

 

４ 業務の履行場所 

  東広島市内一円 

 

５ 業務の履行期間 

  令和４年４月１日（金）から令和５年３月３１日（金）まで 

 

６ 業務内容 

 次の項目（１）から（６）とする。また、各項目・内容については、「８ 現在のサイトマッ

プ（主な構成）」を確認すること。 

項目 内容 

（１）移住動画作成 ・移住動画を 2 点作成すること。 

・移住動画の秒数は、①3 分と②15 秒の 2 点を想定する。15 秒の動画

は、Instagram の動画広告用とし、3 分の動画の素材から作成する

ものとする。 

・動画構成を作成し、発注者と協議の上、決定すること。 

・撮影時期、撮影地域は、発注者と協議の上、決定すること。 

・動画はハンディカム撮影の他、ドローン撮影なども行うこと。なお

撮影前にロケハンを行い、動画構成と安全性を考慮すること。 

・ドローン撮影の発着地点については、発注者及び受注者協業の上、

国土交通省、自治体及び民間施設等の規定範疇内で申請・許可を講

ずるものとする。ハンディカム撮影においても同様に、発注者及び

受注者協業の上、申請・許可を講ずるものとする。 

・動画は、モデルを起用し、四季を通して、東広島市の自然や街並み、

移住のポイントを紹介するとともに、移住促進を喚起する内容とす

ること。また、特設ウェブサイトに掲載している 9 つの町の風景を
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紹介した移住動画（URL：

https://www.youtube.com/watch?v=_3MGsj8bX6s）との違いを明確

にしたものとすること。 

・モデルは、無期限で契約可能な者を選出すること。また、人選は、

発注者と協議の上、選定すること。 

・音源は、購入したものとし、無期限で使用可能なものとすること。

また、場面に応じて複数の音源を使い分けることを想定する。音源

は、発注者と協議の上、選定すること。 

・制作動画サイズは基本 FHD（1980×1080）とし、納品用途に沿って

サイズを可変させること。 

 

（２）「就職・企業イン

タビュー」・「移住者イ

ンタビュー」のページ

作成 

・「就職・企業インタビュー」または「移住者インタビュー」の中か

ら 3 組のページを作成すること。作成するページの数は、「就職・企

業インタビュー」を優先すること。 

・撮影、インタビュー、ライティングは受注者において行うこと。 

・就職・企業インタビューは、東広島市内の企業へ就職した者とし、

インタビューページに、就職先の企業の紹介欄も制作すること。紹介

欄としては、企業概要、人事・広報担当者の写真、コメント等を想定

する。 

・インタビューする者は、発注者と協議の上、決定するものとする。 

・取材可否に係る交渉は発注者が行うものとする。 

・取材の日程調整及び取材内容の企画は受注者が行うものとし、取材

内容については、発注者と協議の上、決定すること。また、取材には

発注者が同行するものとする。 

・取材場所は東広島市内とするが、被取材者の都合により、東広島市

の近隣市町で取材する場合がある。 

・取材日数は 3 日以内、取材時間は 1 組 3 時間以内とする。 

・文字数は 1 ページ 3,000 字程度以内とする。 

・「就職・企業インタビュー」及び「移住者インタビュー」のページ

において、発注者の指示により、必要に応じて、並び替え、非公開設

定、または、削除すること。 

 

（３）お知らせのペー

ジ作成 

・お知らせのページを作成すること。上限は 10 ページとする。素材

（テキスト、写真等）については、発注者が準備するものとする。 

 

（４）全体のコーディ

ング 

・発注者の指示により、数値・リンク先及び関連記事等について、最

新の情報へ修正すること。 
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・素材（テキスト、写真等）については、発注者が準備するものとす

る。想定する主な修正内容としては、人口数、施設数、制度等の変更

に伴うテキスト・画像・リンクの修正とする。ただし、次の 5 つのペ

ージについては、1 ページ制作（全面改訂した場合の 1 ページ制作の

分量は、2,000 字程度、10 画像程度を想定）に相当する修正が見込ま

れることに留意すること。 

（①「東広島ってどこ？どんなところ？」、②「東広島で働く」内の

「起業・創業する」のページ、③「コワーキングスペース」のページ、

④「東広島の子育て・教育」内の「充実の子育て支援」のページ、⑤

「高い教育力」のページ） 

・発注者の指示により、必要に応じて、並び替え、非公開設定、また

は、削除すること。 

・デザイン（レスポンシブウェブデザインを含む）の崩れ等の不具合

が発生した場合は、直ちに修正すること。 

 

（５）ウェブ広告配信 ・出稿媒体は、Google のリスティング広告及びディスプレイ（バナー）

広告、並びに、Instagram のバナー広告及び動画広告の 4 種類とする。 

・広告配信期間は、原則、令和 4 年 4 月から令和 4 年 12 月の内、1 か

月間を 2 回（第 1 回及び第 2 回）、令和 5 年 1 月から令和 5 年 3 月ま

での 3 か月間（第 3 回）、合計 3 期間 5 か月とする。第 1 回及び第 2

回の広告配信は、広島県または発注者が開催する移住フェア・セミナ

ーの広報を想定する。 

・3 期間合計の最低クリック数は、20,000 回以上とし、4 種類の各媒

体の最低クリック数は、3 期間合計で各 1,000 回以上とする。 

・広告配信費には、配信代行手数料、出稿原稿作成費等の一切を含む

ものとし、出稿原稿は 3 期間毎にそれぞれ作成すること。 

・画像については、特設ウェブサイトの画像、移住動画作成の際に撮

影した画像、就職・企業インタビューまたは移住者インタビューの撮

影画像を利用することとし、発注者と協議の上、決定すること。 

・広告のリンク先は、特設ウェブサイト URL 及び、東広島定住サポー

トセンターInstagram の 

URL（https://www.instagram.com/higashihiroshima_teiju/）とする。 

・広告配信エリアは、原則、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県と

し、発注者と協議の上、決定すること。 

（６）セキュリティ対

策 

・パスワードの定期変更、XSERVER 搭載のセキュリティ設定の活用、

定期的なアクセスログの確認により、不正ログイン、改ざん防止の措

置を講じること。 
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７ サーバーの条件等 

項目 条件等 

サーバー使用の条件等 

・現行の XSERVER（https://www.xserver.ne.jp）及び WordPress を

使用すること。 

・業務委託期間中に発生するサーバー費用、ドメイン費用、SSL 費用、

テーマ費用、プラグイン費用、その他サーバー運営に付随する費用は

受注者が負担すること。 

・受注者においてテストサーバーを準備し、公開前に発注者が特設ウ

ェブサイトの更新内容を確認できるようにすること。 

 

８ 現在のサイトマップ（主な構成） 

第一階層 第二階層 第三階層 第四階層 

TOP 東広島ってどこ？ど

んなところ？ 

家族の毎日に便利な

まち東広島に住む人

たち 

 

 東広島の 9 つのまち 9 つのまちのご紹介  

私たちの「移住」「創

業」 

移住者インタビュー 移住者インタビュー

24 人中、4 人を追加取

材 

 東広島で働く 就職・企業インタビュ

ー 

起業・創業する 

コワーキングスペー

ス 

農業をはじめる 

 

 東広島に住む   

 東広島で遊ぶ   

 東広島の子育て・教育 充実の子育て支援 

高い教育力 

 

 移住者を迎える地域

の紹介 

住民自治協議会 

事業者・団体 

 

 大学生が活躍するま

ち 

広島大学 

近畿大学 

広島国際大学 

 

 移住促進スペシャル

ムービー 

  

 お知らせ   
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９ スケジュール 

内容 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

（１－１）動

画作成（３分） 

            

（１－２）動

画作成(15秒) 

            

（２）「就職・

企業インタビ

ュー」・「移住

者インタビュ

ー」の取材・

ページ作成 

            

（３）お知ら

せのページ作

成 

            

（４）全体の

コーディング 

            

（５－１）第

1 回広告配信 

            

（５－２）第

2 回広告配信 

            

（５－３）第

3 回広告配信 

            

（６）セキュ

リティ対策 

            

納品             

参考：R3 移住

フェア当初開

催予定月（ 9

月と 11 月） 

     

● 

 

● 

    

 



6 

１０ 成果品・納期 

 (1) 成果品 

  ア 移住動画のデータ（3 分動画及び 15 秒動画） 一式 

   (ｱ)完成データ 一式 

   (ｲ)テロップを除いたデータ 一式 

  イ 特設ウェブサイトの構築データ 一式 

    デザインデータ、ウェブデータ（画像、PDF 等）、データベースデータとする。 

  ウ 広告配信のデータ 一式 

エ アの動画撮影の元データ（未使用分を含む） 一式 

オ イの写真等の元データ（未使用のインタビュー等の写真データを含む） 一式 

 (2) 納期 

   成果品が完成後、随時行うこと。 

(3) 納品方法 

   発注者が指定する大容量ファイル交換システムまたはインターネットメールにより納品

すること。ただし、最終データについては、電子データを記録した DVD-R（又は CD-R）に

より提出すること。 

 (4) 納品場所 

   東広島市地域振興部地域づくり推進課（〒739－8601 東広島市西条栄町８番２９号） 

 

１１ 業務完了報告 

  次のとおり完了報告書を作成の上、提出すること。 

 (1) 完了報告書 

   Ａ４規格（縦、両面カラー印刷）とし、写真、画像、グラフ等を用いて仕様書「６ 業

務内容」の項目順に記述すること。アクセス解析についてもグラフ等を用いて記述するこ

と。 

 (2) 納品方法 

   製本版を１部、電子データを記録した DVD-R（又は CD-R）を１枚提出すること。 

 (3) 納品場所 

   東広島市地域振興部地域づくり推進課（〒739－8601 東広島市西条栄町８番２９号） 

 (4) 提出期限 

   令和５年３月３１日（金）まで 

 

１２ 著作権 

  本業務の成果物及び電子データ等に含まれる第三者の著作権（著作権法第２１条から第２

８条までに規定する権利をいう。）その他の権利についての交渉・処理は受注者が納品前に行

うこととし、その経費は委託料に含むものとする。 

  本業務の成果物及び電子データ等の作成者の著作権（著作権法第２１条から第２８条まで

に規定する権利をいう。）は、当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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また、本業務の成果物及び電子データ等の作成に関して取得した著作者人格権については、

発注者及び発注者が指定する第三者に対して行使しないものとする。 

 

１３ 打ち合わせ等 

  当該業務について、随時、市との連絡・調整を行うものとする。必要に応じて東広島市役

所において打ち合わせを行うものとする。また、打合せ記録簿は受注者が作成するものとす

る。 

 

１４ 受注者の義務 

  受注する業務が行政サービスであることを十分認識し、法令・条例等を遵守し、業務を誠

実に履行すること。 

 

１５ その他 

  本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項について

は、発注者と協議の上決定する。 

 

１６ 問い合わせ先（発注担当課） 

東広島市地域振興部地域づくり推進課市民協働推進係 

電 話 ０８２-４２０-０９２４ 

ＦＡＸ ０８２-４２３-０２７０ 


